
 横浜市では、地域における安全で快適な消費⽣活を推進してくださる⽅を、消費⽣活推進員
として市⻑が委嘱しています。

買い物をして、料理をして⾷事する。 スマートフォンを使いこなし、旅⾏を楽しむ。 
「消費⽣活」は⼈の暮らしそのものですが、商品やサービスの内容が複雑になり、
消費者トラブルが次々に発⽣しています。
皆さんの⾒守りや声かけ・啓発活動で、消費者トラブルを未然に防ぎましょう。

 ◆ 市や区役所で開催する研修などで、消費⽣活の知識や悪質商法の⼿⼝、地域の⾒守り
  活動のポイントについて学びます。
 ◆ ⾼齢者等の集まりで、悪質商法未然防⽌などの出前講座を開きます。
 ◆ 区のイベントへの出展や情報紙を発⾏して、消費⽣活情報を地域にお知らせします。
 ◆ 環境配慮の学習会、施設⾒学、商店街・農家との意⾒交換を⾏い、消費⽣活に関する
  理解を深め、地域に情報を伝えます。
 ◆ 困っている⽅を、消費者トラブルの相談窓⼝である「横浜市消費⽣活総合センター」へ
  つなぎます。

消費者被害が増えています︕

消費⽣活推進員の活動は︖
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横浜市消費生活推進員を募集します
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